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平成３１年３月 

 

山口市都市整備部都市計画課 

 

 

 

 

 

 

「山口市コンパクト・プラス・ネットワークのまちづくり計画」は、

都市再生特別措置法に基づく「立地適正化計画」として位置づける計画

です。計画の公表にともない、計画に定める住宅及び誘導施設について、

届出対象となる行為を行う場合は、法に基づく市長への届出が必要とな

ります。 



 
１．住宅に関する届出（都市再生特別措置法第８８条）                               

１－１届出制度の目的 

基幹ネットワーク沿線居住エリア外における住宅の開発や建築等の動向を把握することを

目的とした届出制度です。 

 

１－２基幹ネットワーク沿線居住エリア（居住誘導区域） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
１－３届出対象となる行為 

 

 

 

 

 

 

※届出内容を変更する場合も届出が必要となります。 

 

１－４届出対象となる住宅 

届出対象となる住宅は、建築基準法における「一戸建ての住宅」、「長屋」、「共同住宅」及

び「兼用住宅」を指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
２．誘導施設に関する届出（都市再生特別措置法第１０８条、第１０８条の２）      

２－１届出制度の目的 

 都市機能誘導エリアにおける誘導施設の立地動向の把握を目的とした届出制度です。 

 

２－２都市機能誘導エリア 

・山口都市機能誘導エリア（都市機能誘導区域） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
・小郡都市機能誘導エリア（都市機能誘導区域） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２－３届出対象となる行為 

 

 

 

 

 

 

 
 

※開発行為、建築等行為に係る届出内容を変更する場合も届出が必要となります。 



 
２－４届出対象となる誘導施設 

 届出が必要となる誘導施設と都市機能誘導エリアの関係は、下表の通りです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
３．届出手続                                    

３－１届出図書について 

 届出には、対象行為の種類によって、下記の届出書と添付図書を１部提出してください。 

※開発許可申請、建築確認申請の図書と同等の縮尺図面を添付してください。 

 

３－２届出時期 

 行為に着手する日の３０日前までに届出が必要となります。届出内容を変更する場合も、

変更に係る行為に着手する日の３０日前までに届出が必要となります。 



 
３－３留意事項（宅地建物取引業法に基づく重要事項説明） 

「宅地建物取引業法第３５条」に基づく「重要事項説明」の対象となります。 

 

３－４届出先・お問合せ 

 山口市都市整備部都市計画課 まちづくり推進担当まで提出してください。 

〒753-8650 山口市亀山町２番１号 

TEL ：083-934-2839 

 FAX ：083-934-2654 

 E-mail：toshi@city.yamaguchi.lg.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
４．届出制度に関するＱＡ                              

４－１住宅の開発・建築等行為について 

Ｑ： 届出対象となる「住宅」とはどういったものですか。 

Ａ： 建築基準法における「一戸建ての住宅」、「長屋」、「共同住宅」及び「兼用住宅」を指

します。 

 

Ｑ： 届出対象行為を行おうとする敷地・区域が基幹ネットワーク沿線居住エリアの内外に

わたる場合は、届出が必要ですか。 

Ａ： 敷地・区域の全部又は一部が基幹ネットワーク沿線居住エリア外にある場合は、届出

が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

【誘導施設の開発・建築行為について】 

 

４－２誘導施設の開発・建築等行為について 

Ｑ： 施設の一部に誘導施設の用途に供する部分を有する複合施設は届出が必要ですか。 

Ａ： 届出が必要です。 

 

Ｑ： 届出対象行為を行おうとする敷地・区域が都市機能誘導エリアの内外にわたる場合は、

届出が必要ですか。 

Ａ： 敷地・区域の全部が都市機能誘導エリア外にある場合は、届出が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

【誘導施設の休止・廃止について】 

 

 

 

 



 
４－３誘導施設の休止・廃止について 

Ｑ： 都市機能誘導エリアの内外にわたる場合は、届出が必要ですか。 

Ａ： 敷地の全部又は一部が都市機能誘導エリア内にある場合は、届出が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４－４共通事項 

Ｑ： 届出対象エリアはどこで確認できますか。 

Ａ： 都市計画課窓口、又は地図情報サービス「オープンマップ＠山口市」の「都市計画情

報マップ」で確認できます。エリア内外及び届出有無の判断が難しい場合は、都市計

画課までお問合せください。 

 

Ｑ： 届出対象となる「開発行為」とはどういったものですか。 

Ａ： 都市計画法第４条第１２項に規定する「開発行為」を指します。 

 

Ｑ： 開発行為の届出をすれば建築等行為の届出は不要ですか。 

Ａ： 開発行為、建築等行為それぞれ届出が必要です。 

 

Ｑ： 仮設建築物は届出対象になりますか。 

Ａ： 仮設建築物は届出対象になりません。仮設建築物の適用については、建築基準法の定

めによります。 

 

Ｑ： 制度開始から３０日以内に行為に着手する予定です。届出は必要ですか。 

Ａ： 届出が必要です。提出時期等について、お早めにご相談ください。 

 

Ｑ： 代理者が届出の手続きを行うことは可能ですか。 

Ａ： 可能です。委任状を添付してください。（任意様式） 

 

Ｑ： 届出に関する罰則はありますか。 

Ａ： 届出をしないで、又は虚偽の届出を出して、届出対象行為を行った場合、都市再生特

別措置法第１３０条により罰則が規定されています。 

 



 
５．届出図書様式                                  

（様式-１） 

開発行為届出書 

 

都市再生特別措置法第 88 条第 1 項の規定に基づき、開発行為について、下記により届

け出ます。 

 

 

  年  月  日 

 

 

（宛先）山口市長 

 

 

届出者  住 所                    

 

氏 名                    

 

開

発

行

為

の

概

要

 

１ 開発区域に含まれる地域の名称 

（土地の所在、地番） 
 

２ 開発区域の面積 平方メートル 

３ 住宅等の用途 

 

４ 工事の着手予定年月日 年   月   日 

５ 工事の完了予定年月日 年   月   日 

６ その他必要な事項 

住宅戸数：            戸 

注 届出者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記載する

こと。 

 

 

 

 



 
（様式-２） 

住宅等を新築し、又は建築物を改築し、 

若しくはその用途を変更して住宅等とする行為の届出書 

 

都市再生特別措置法第 88条第１項の規定に基づき、 

住宅等の新築 

建築物を改築して住宅等とする行為      について、下記により届け出ます。 

建築物の用途を変更して住宅等とする行為 

 

  年  月  日 

 

（宛先）山口市長 

 

届出者  住 所                    

 

氏 名                    

 

１ 住宅等を新築しようとする土地

又は改築若しくは用途の変更を

しようとする建築物の存する土

地の所在、地番、地目及び面積 

土地の所在、地番： 

 

地目： 

面積：     平方メートル 

２ 新築しようとする住宅等又は改

築若しくは用途の変更後の住宅

等の用途 

 

 

 

３ 改築又は用途の変更をしようと

する場合は既存の建築物の用途 
 

４ その他必要な事項 

戸 数：             戸 

工事の着手予定年月日：     年   月   日 

工事の完了予定年月日：     年   月   日 

注 届出者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記載する 

こと。  
  
 

 

 

 



 
（様式-３） 

行為の変更届出書 

 

   年  月  日 

 

 

（宛先）山口市長 

 

届出者  住 所                    

 

氏 名                    

 

都市再生特別措置法第88条第２項の規定に基づき、届出事項の変更について、下記によ

り届け出ます。 

 

記 

 

１ 当初の届出年月日      年   月   日 

 

２ 変更の内容 

 

 

 

 

３ 変更部分に係る行為の着手予定日    年   月   日 

 

４ 変更部分に係る行為の完了予定日    年   月   日 

 

 

注１ 届出者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記載

すること。 

２ 変更の内容は、変更前及び変更後の内容を対照させて記載すること。 

 

 

 

 

 

 



 
（様式-４） 

開発行為届出書 

 

都市再生特別措置法第 108 条第 1 項の規定に基づき、開発行為について、下記により

届け出ます。 

 

 

  年  月  日 

 

 

（宛先）山口市長 

 

 

届出者  住 所                    

 

氏 名                    

 

開

発

行

為

の

概

要

 

１ 開発区域に含まれる地域の名称 

（土地の所在、地番） 
 

２ 開発区域の面積 平方メートル 

３ 建築物の用途 

 

４ 工事の着手予定年月日 年   月   日 

５ 工事の完了予定年月日 年   月   日 

６ その他必要な事項  

注 届出者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記載する 

こと。 

 

 

 

 

 



 
（様式-５） 

誘導施設を有する建築物を新築し、又は建築物を改築し、 

若しくはその用途を変更して誘導施設を有する建築物とする行為の届出書 

 

都市再生特別措置法第 108条第１項の規定に基づき、 

誘導施設を有する建築物の新築 

建築物を改築して誘導施設を有する建築物とする行為 

建築物の用途を変更して誘導施設を有する建築物とする行為 

 について、下記により届け出ます。 

 

  年  月  日 

 

（宛先）山口市長 

 

届出者  住 所                    

 

氏 名                    

 

１ 建築物を新築しようとする土地

又は改築若しくは用途の変更を

しようとする建築物の存する土

地の所在、地番、地目及び面積 

土地の所在、地番： 

 

地目： 

面積：     平方メートル 

２ 新築しようとする建築物又は改

築若しくは用途の変更後の建築

物の用途 

 

３ 改築又は用途の変更をしようと

する場合は既存の建築物の用途 
 

４ その他必要な事項 

工事の着手予定年月日：     年   月   日 

工事の完了予定年月日：     年   月   日 

注 届出者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記載する 

こと。 

 

 

 

 

 

 



 
（様式-６） 

行為の変更届出書 

 

   年  月  日 

 

 

（宛先）山口市長 

 

届出者  住 所                    

 

氏 名                    

 

都市再生特別措置法第108条第２項の規定に基づき、届出事項の変更について、下記によ

り届け出ます。 

 

記 

 

１ 当初の届出年月日      年   月   日 

 

２ 変更の内容 

 

 

 

 

３ 変更部分に係る行為の着手予定日    年   月   日 

 

４ 変更部分に係る行為の完了予定日    年   月   日 

 

 

注１ 届出者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記載

すること。 

２ 変更の内容は、変更前及び変更後の内容を対照させて記載すること。 

 

 

 

 

 

 



 
（様式-７） 

誘導施設の休廃止届出書 

 

   年  月  日 

 

（宛先）山口市長 

 

届出者  住 所                    

 

氏 名                    

 

都市再生特別措置法第108 条の２第１項の規定に基づき、誘導施設の（休止・廃止）につい

て、下記により届け出ます。 

 

記 

 

１ 休止（廃止）しようとする誘導施設の名称、用途及び所在地 

名称 ： 

用途 ： 

所在地： 

 

２ 休止（廃止）しようとする年月日    年   月   日 

 

３ 休止しようとする場合にあっては、その期間         年   月   日まで 

 

４ 休止（廃止）に伴う措置 

（１）休止（廃止）後に誘導施設を有する建築物を使用する予定がある場合、予定される当

該建築物の用途 

 

 

（２）休止（廃止）後に誘導施設を有する建築物を使用する予定がない場合、当該建築物の

存置に関する事項 

 

 

注１ 届出者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記載

すること。 

２ ４（２）欄には、当該建築物を存置する予定がある場合は存置のために必要な管理その

他の事項について、当該建築物を存置する予定がない場合は当該建築物の除却の予定時期

その他の事項について記入すること。 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山口市都市整備部都市計画課 

山口市コンパクト・プラス・ネットワークのまちづくり計画 

に基づく届出の手引き 

 

（都市再生特別措置法に基づく届出制度） 

 

平成３１年３月 

 

山口市都市整備部都市計画課 


